
平成 30 年度新規開所等保育施設事業者向け説明会 

日付：平成 30 年１月 30 日（火） 

時間：９:30～14:30 

会場：かながわ労働プラザ 

次 第 

１ 開会 

２ 議事 

  １    施設・事業を運営する際の留意事項について………………別冊資料 

  ２    認定・利用調整、利用決定後の手続き…………………………資料Ⅰ 

  ３   連携施設の設定について…………………………………………資料Ⅰ 

  ４  連携施設への進級について………………………………………資料Ⅰ 

５   重要事項説明・運営規程・利用契約書等について……………資料Ⅰ 

  ６ 土曜日共同保育について…………………………………………資料Ⅰ 

  ７ 業務管理体制の整備………………………………………………資料Ⅰ 

  ８ 請求事務の概要……………………………………………………資料Ⅰ 

  ９ 保育に必要な職員配置について…………………………………資料Ⅰ 

  10   保育時間の考え方…………………………………………………資料Ⅰ 

  11   利用者負担・補足給付……………………………………………資料Ⅰ 

  12   公定価格・向上支援費……………………………………………資料Ⅰ 

  13   処遇改善等加算Ⅰ及びⅡ…………………………………………資料Ⅱ 

  14   障害児等保育………………………………………………………資料Ⅰ 

  15   延長保育……………………………………………………………資料Ⅰ 

  16   一時保育……………………………………………………………資料Ⅰ 

  17   休日保育……………………………………………………………資料Ⅰ 

  18   事務連絡 

※特段記載の無い限り平成 29年度現在の内容であり、平成 30年度においては変更となる場合

があります。 

３ 閉会 

横浜市こども青少年局 

保 育 ・ 教 育 運 営 課 



◆お問い合わせ先 

 本説明会に関するお問い合わせは、次の担当までご連絡くださるようお願いいたします。 

 

 
◆本日の説明会資料のアップロード先（運営規程等のひな形もこちらにアップします。） 

・横浜市子ども・子育て支援新制度 事業者の皆様へ(横浜市ウェブページ) 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/shien-new/jigyosha/ 
 
◆その他、参考になるウェブページ 

• 新制度全般(内閣府ウェブページ) 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/ 

 
議事内容 

お問い合わせ先 

担当課 電話番号 

１ 施設・事業を運営する際の留意事項について 保育・教育人材課 045-671-2397 

２ 認定利用調整・利用決定後の手続き 
保育・教育運営課 

支給認定・利用調整 
045-671-3990 

３ 連携施設の設定について こども施設整備課 045-671-4154 

４ 連携施設への進級について 
保育・教育運営課 

支給認定・利用調整 
045-671-3990 

５ 重要事項説明・運営規程・利用契約書等について 
保育・教育運営課 

運営指導係 
045-671-3564 ６ 土曜日共同保育について 

７ 業務管理体制の整備 

８ 請求事務の概要 
保育・教育運営課 

給付担当 
045-671-4466 

９ 保育に必要な職員配置について 
保育・教育運営課 

運営指導係 
045-671-3564 

10 保育時間の考え方 
保育・教育運営課 

運営指導係 
045-671-3564 

11 利用者負担・補足給付 

保育・教育運営課 

システム担当 

運営指導係 

045-671-2709 

045-671-3564 

12 公定価格・向上支援費＊ 保育・教育運営課 

給付担当 
045-671-4466 

13 処遇改善等加算Ⅰ及びⅡ＊ 

14 障害児等保育 
保育・教育運営課 

運営調整係 
045-671-2396 

15 延長保育＊ 
保育・教育運営課 

給付担当  
045-671-4466 

16 一時保育 
保育・教育運営課 

運営指導係 
045-671-3564 17 休日保育 

 ＊：制度に関するお問合せ 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/shien-new/jigyosha/
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/


提出先：kd-shinsa@city.yokohama.jp 
（上記アドレス宛までメールをご送付ください。）                      平成  年  ⽉  ⽇ 

給付費等請求に係る回答⽤紙（新規・変更） 
                        ※該当する⽅に○を付けてください。 

施設・事業所番号   施設所在区         区 

施設・事業所名   電話番号 
（請求事務担当者） 

 

 

１ 審査結果のお知らせ（請求書案含む）の送付先メールアドレスについて 
フリガナ  

e-mail  

 

  2  請求者名義及び印鑑について 
（以下の(1)〜(3)のうち、該当する項⽬の□にレ点を 1 つだけ付け、請求者情報を記⼊してください。） 

 （1）☐ 法⼈代表を請求者名義とする場合 (例：代表取締役 横浜 太郎) 
請求者 役職・⽒名  

 （2）☐ 園⻑・施設⻑を請求者名義とする場合 (例：園⻑ 横浜 次郎) 
請求者 役職・⽒名  

 （3）☐ 個⼈を請求者名義とする場合 (例：横浜 花⼦) 
請求者 ⽒名  

 

 ３ 振込先⼝座について（通帳の名義のとおりにご記⼊ください。） 

⾦融機関名   ⽀店名  

預⾦種⽬ 
 ☐ 普通  ☐ 当座 

 （レ点をお付け下さい。） 
⼝座番号              

（カタカナ）  

⼝座名義  

 
 ４ その他請求に係る郵便物送付先について（該当するどちらかの□にレ点をお付けください。） 

 （1）☐ 施設・事業所への送付を希望します。 

施設・事業所住所 
〒   －  

施設・事業所名  
送付先⽒名 

（請求事務担当者） 
 

 （2）☐ 施設・事業所住所以外（法⼈本部等）への送付を希望します。 

住所 
〒   －  

法⼈名等  

送付先⽒名 
（請求事務担当者） 

 

 

見本 

  お⼿数ですが、平成３０年２⽉２３⽇（⾦）必着にて、Ｅメールによりご提出ください。 
様式ＵＲＬ（請求事務ホームページ）：http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/shien-new/seikyujimu.html 



提出先：kd-shinsa@city.yokohama.jp 
（上記アドレス宛までメールをご送付ください。）                      平成 30 年 １⽉ 30 ⽇ 

給付費等請求に係る回答⽤紙（新規・変更） 
                        ※該当する⽅に○を付けてください。 

施設・事業所番号   施設所在区      中  区 

施設・事業所名 ○○保育園 電話番号 
（請求事務担当者） 

045-671-4466 
 

１ 審査結果のお知らせ（請求書案含む）の送付先メールアドレスについて 
フリガナ ケーディーハイフンケーワイユーエフユーアットマークシーアイティーワイドットワイオーケーオーエイチエーエムエー

ドットジェイピー 

e-mail kd‐kyufu@city.yokohama.jp 

 

  2  請求者名義及び印鑑について 
（以下の(1)〜(3)のうち、該当する項⽬の□にレ点を 1 つだけ付け、請求者情報を記⼊してください。） 

 （1）☑ 法⼈代表を請求者名義とする場合 (例：代表取締役 横浜 太郎) 
請求者 役職・⽒名 理事⻑ 横浜 太郎 

 （2）☐ 園⻑・施設⻑を請求者名義とする場合 (例：園⻑ 横浜 次郎) 
請求者 役職・⽒名  

 （3）☐ 個⼈を請求者名義とする場合 (例：横浜 花⼦) 
請求者 ⽒名  

 

 ３ 振込先⼝座について（通帳の名義のとおりにご記⼊ください。） 

⾦融機関名 横浜銀⾏ ⽀店名 市庁舎⽀店 

預⾦種⽬ 
 ☑ 普通  ☐ 当座 

（レ点をお付けください。） 
⼝座番号 1  2  3  4  5  6  7 

（カタカナ） シャカイフクシホウジンエー リジチョウ ヨコハマ タロウ 

⼝座名義 社会福祉法⼈Ａ 理事⻑ 横浜 太郎 

  
４ その他請求に係る郵便物送付先について（該当するどちらかの□にレ点をお付けください。） 
 （1）☑ 施設・事業所への送付を希望します。 

施設・事業所住所 
〒231－0017  

横浜市中区港町１－１ 

施設・事業所名 ○○保育園 
送付先⽒名 

（請求事務担当者） 
横浜 保⼦ 

 （2）☐ 施設・事業所住所以外（法⼈本部等）への送付を希望します。 

住所 
〒   －  

法⼈名等  

送付先⽒名 
（請求事務担当者） 

 

 

記載例 

  お⼿数ですが、平成３０年２⽉２３⽇（⾦）必着にて、Ｅメールによりご提出ください。 
様式ＵＲＬ（請求事務ホームページ）：http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/shien-new/seikyujimu.html 
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